
  

 

 

Ⅴ 事例集 



 



 １ 東日本大震災（平成 23 年 3 月 11 日） 

 事例１  

施設名 特別養護老人ホーム 芙蓉荘（酒田市） 

入所定員数 200 人（ｼｮｰﾄ・ﾃﾞｲ等含む） 運営形態 部分委託（献立作成以外の業務） 

被災時の状況 ○ ライフライン 

・停電により発電機を使用したが、設置場所が外だったため厨房で

は発電機を使わない選択をした。（停電は翌日の昼頃まで） 

・ガス業者の自主的なバルクタンクの点検により、ガスは速やかに

復旧し、被災後も食事を提供することができた。 

・水道水は電動ポンプが作動せず僅かな水量となったが、受水槽よ

りポリタンクで水を汲み使用した。 

○ 入所者への対応 

施設は海と川に近接しているため、津波を想定し全員を２階に避

難させた（敷地内の別棟入所者や通所の希望者も避難）。石油ストー

ブで暖をとりながら湯を沸かし、そこで温めた缶詰のみそ汁はカイ

ロ代わりとしても活用した。 

○ 厨房の様子 

・停電により、照明としてランタンを活用した。 

・大量の水を受水槽から運ぶ事となり、総務係職員が中心となって

協力した。 

○ 職員体制 

震災当日、役付け職員は泊まり込みで入所者の対応にあたった。 

栄養食生活面の

対応状況 

 

○ 食事の提供 

・停電時の照明として祭り用提灯を活用した。また、1 階と 2 階間

の食事の運搬・下膳は、階段に職員（調理以外の職員も協力）が並

びリレー方式で行った。 

・停電時はふだん通りメラミン食器を使用し、洗浄後は熱湯消毒を

行った。 

  ディスポ食器は入所者には扱いにくい。 

食器にラップを巻いた使用は誤食の危険性があると判断。 

・停電時ソフト食やミキサー食の方へは、食形態の安全性及び衛生

面に配慮しミキサーを使用しない対応とし、在庫の高カロリーゼリ

ーや備蓄食品を提供した。 

・発災後、食材の不足や備蓄食品の活用により献立内容を変更した。

また、事態が長引くことを想定し暫くの間は、食事の品数を減らす

等通常の 8～9 割程度の量で提供した。 

・泊まりの職員へは備蓄食品を提供した。 

○ 食材確保 



・委託業者は全国展開しているため食材の物流ネットワークへの期

待があったが予想に反し苦戦した。それは、委託業者が取引してい

る食材業者の多くが被災地であり、そこからの配送が多いためだっ

た。逆に影響が少なかったのは地元業者（八百屋）であった。更に

ガソリンの不足により暫くの間は納品回数が減少した。 

・食材確保のため、通常ルートでない店舗より濃厚流動食を購入し

たり、法人内栄養士と業者に出向き食材を購入した。 

管理栄養士の思

い 

○ 停電がいつまで続くかわからない不安とともに、誤嚥や感染症等

の事故は絶対に出せないという思いがあった。 

○ 食品メーカーや取引き業者からの物資提供等は大変有難いもので 

あり、普段からの良好な人間関係を築くことの大切さを痛感した。 

○  災害時は最悪な事態を想定した臨機応変な対応が求められるの

で、日ごろから防災のための知識の習得が必須である。 

被災後の整備状

況 

○ 施設内に備えていた 3 日分（入所者・地域住民・職員分）の備蓄 

食品を見直した。①ミキサー食対応のゼリー水と粥ゼリーの追加 

 ②レトルト粥の追加 ③濃厚流動食と経管をセットした保管 

○  委託業者が、新たに鶴岡市内の倉庫に法人関連施設 3 日分の備蓄

を整備した。①給食で使用の冷凍食品等食材 ②ガソリン 

今後に向けての

意見、課題、 

所感 等 

○  栄養士や調理師不在時（夜間等）を想定し、備蓄食品活用マニュ

アルを全職員で共有しておく必要がある。 

○ 備蓄食品と加熱用調理器具の保管場所がスペースの関係で離れて

いることが課題である。 

 



事例２ 

施設名 医療法人社団清明会 新庄明和病院（新庄市） 

病床数 180床（地震発生時の患者数 152 人） 運営形態 直営 

災害時の状況 

 

○  ライフライン 

・地震発生後すぐ、厨房は電気と水がストップした。停電のため厨 

房内は真っ暗、日中かすかに見える程度の中、灯りは懐中電灯 2個 

を使用した。電気は翌日 18時 20分に復旧。 

・水は日頃から井戸水を使用していたが、停電で使えなくなったの 

で、井戸水が復旧する 3月 13日朝食分まで検査室の水道水を運搬し 

て使用した。 

・ガスは使用可能であったため、ガスで調理を実施した。しかし、

パイプが外れるなど異常がないかを点検してもらうためガス業者に

連絡をとろうとしたが、電話がなかなか通じなかった。 

○  調理師の勤務体制 

  ガソリン不足で給油制限となり、調理師の通勤が困難になりそう

だったが、各自が休日や勤務時間外に長時間並んで給油し、なんと

か通勤していた。 

○  入所者への対応 

病棟内の患者は全員が 3病棟ホールに移動し、食事をした。 

食器は、使い捨て食器を使用したが、混乱と不備がないよう全部の

蓋に個人名を書いて提供した。 

その他、系列施設のグループホーム利用者も院内に避難したため、8

人程度に追加で食事を提供した。 

施設の連絡体制 ○  3月 12日午前、病院関係者の臨時会議を実施した。その後、14 

 日午後、15日午前及び午後、18日午前と計 5回実施。ライフライ 

ンの確保策、食材の納入や献立変更状況、夕食時間の変更について 

検討した。 

栄養食生活面の

対応状況 

 

○  食事の提供 

・震災直後は、解けていない冷凍食品やゼリー、常温で保存してい

る食品等を組み合わせて使用した。 

・業者による納入が約二ヶ月間、全部または一部ストップしたとこ

ろがあったため、毎日献立変更を余儀なくされた。非常事態が何日

続くか分からない状態だったので、あえて非常食に手をつけずに食

事を提供したいと考え、毎日納入可能な食材でつないだ。（宮城県の

工場が被害を受けて納入が出来なかった業者、また、ガソリン不足

による納入困難、燃料不足による製造上の問題で納入不可能な業者

があり、日々食材が納入可能かどうか不安であった。） 



・ミキサー食は電気が必要なため、薬局と事務室の非常電源を利用 

して作った。 

○  栄養評価 

・3月 11日～28日までの常食の栄養価は、たんぱく質、脂質、ビ 

タミン A、ビタミン B1、ビタミン B2、ビタミン C、鉄などは基準 

値を満たしていたが、エネルギー及びカルシウムは、充足率がそれ

ぞれ 97.4%、76.4%であった。カルシウム不足は、牛乳が 3月 14日

～28 日まで納入不可能となったことが大きな原因であると考えら

れる。 

他部門との連携 

 

○  水、電気、使い捨て食器の手配のほか、水と食事の運搬など他部 

署の方々に協力いただいた。 

管理栄養士の思

い 

○  非常事態が何日続くのかわからない状況の中での食材のやりくり 

 と、使用可能な機器を考慮に入れた食種別の献立変更で大変だった。 

震災後の備蓄状

況 

○  3日分の非常食を食形態別に備蓄。 

○  水、ガスが使えない状況下でのミキサー食の提供について 

常食と同様に、非常食として 3日分をストックした。 

○  業者に連絡がつかない（特にガス業者） 

ガス業者には震度 4以上の時は自主的に点検するよう依頼した。 

今後に向けての

意見、課題、 

所感 等 

○  非常時での今後の患者さんへの食事提供について 

  今回の非常事態は、一部の食材が納入されない事とおおよそ 28 

時間にわたる停電であったが、水とガスは使用できた。今後さらに 

厳しい状況になるとどこまで対応できるか大きな課題が残る。 

 



事例３  

施設名 介護老人保健施設 白鷹あゆみの園（西置賜郡白鷹町） 

入所定員数 120人（デイサービス含む） 給食運営形体 部分委託（献立作成以外の業務） 

被災時の状況 ○  ライフライン 

・停電になり電気は非常灯に切り替わったが、厨房の電気は 30分で 

消えたので、ろうそくとランタンで明かりをとった。食事の際の照

明は、ろうそくで対応した。 

・水は、貯水槽のポンプが回らなくなり段々出なくなったため、外

の水道で対応した。飲食に必要な水は、ペットボトル・バケツ・漬

物桶を使って厨房まで運んだ。食器等の洗浄は、外の水道で多職種

が協力して洗い、手渡しながら厨房まで運んで煮沸や薬液消毒を行

った。 

・ガスは使用可能であったが、ガス業者からボンベ付き炊飯器の貸

出しがあった。 

○  食材の納入状況 

食材は、翌日の昼の分まで納入されていた。 

○  調理師の勤務体制 

翌朝の調理師の人数が通常体制を確保できそうになかったため、1

人が泊まり込みで対応した。 

施設の連絡体制 ○ ただちに対策本部が設置され、入所者の状況や施設の破損箇所等

が確認された後、ライフラインの確保策や食事の提供方法等が検討

された。 

○  電気は、震災翌日の 14時 26分に復旧したが、対策本部会議は、 

 発災から 2週間の間に 7回開催し、その都度食事提供方法について 

検討した。 

栄養食生活面の

対応状況 

 

 

 

○  食事の提供 

・夕食は各フロアに設置してある土鍋とカセットコンロを使用して

「おじや」を作った。「おじや」は、1日 2食、3日間継続して提供

した。食材は、既に納入されている生鮮食品、在庫食品、畑の収穫

物を使用した。その後も余震の被害で物流が滞るのではないかと不

安だったので、備蓄食材を確保するため、納入された食材を備蓄食

材として冷蔵保存しながら約 1ヵ月間、夕食のみ 1日おきに「おじ

や」を提供した。 

1 日 2 食を「おじや」としたが、他の 1食は、副食を 4 品から 3 品

に減らしたため、提供したエネルギーは、通常の 8割程度であった。 

献立は、予定献立表を基に、毎食、変更した。 

※フロアは、全部で 7フロアあり、1フロア 12～13人の入所。平常



時から、カセットコンロと土鍋セットを各フロアに 2組設置し、「鍋

の会」や料理教室を実施していた。 

・ミキサー食はレトルト食品を利用する他に、食材を小鍋で柔らか

く煮て裏ごしして提供した。 

・食器はディスポ食器としたが、ディスポ食器が扱いにくい入所者

には通常のメラミン食器を使用した。（ディスポ食器は底をつきそう

で不安であった。） 

・職員食は、貸出しがあったボンベ付き炊飯器を使用して、おにぎ

りを作って提供した。 

○  食材の確保 

米と卵と牛乳は、通常どおり納入されたが、他の食材は、ガソリ

ン不足から 2 日間隔の納入となった。食材の納入が不安定なため、

全く取引がない他の地区の業者に提供を依頼したところ、心よく応

じてくれたので、自ら買い出しに出向き必要な食材を確保した。 

管理栄養士の思

い 

○  うす暗く寒い中で、先が見えずどこまですれば良いのかという不

安感があり、気持ちが沈んでいたが、食事を提供しなければならな

いという使命感があった。 

○  人手があれば何事にも対応できること、様々な案をいただきなが

ら、他部署と連携していくことの大切さを改めて認識した。 

震災後の整備状

況 

 

 

○ 無洗米及び飲料水の確保、レスキュー水の作成手法を構築（電解

質のバランスを取るため、水と砂糖と塩で溶液を作る）。 

○ 経管栄養剤を 10日間備蓄。 

○ 厨房専用自家発電の整備（発災時、自家発電は入所者優先であっ 

た）と、各フロアにランタンを設置。 

○ ガスボンベの集中管理から、各フロア管理へ移行。 

○ 畑の活用（災害時にも使用）。 

今後に向けての 

意見、課題、 

所感 等 

 

○  食材の買い出し等のためガソリンの確保（取引業者に災害時は優 

先して納めてもらえるよう依頼）。 

○ 災害は、いつ発生するかわからないので、季節を考慮したマニュ

アルの整備。 

○ 日ごろから、共助のためのネットワーク作り。 

 



２ 大雨による断水（平成 25年 7月） 

事例４  

施設名 山形県立河北病院（西村山郡河北町） 

病床数 225床 給食運営形態 直営 

断水の概況 

 

○ 河北町の状況 

平成 25年 7月 17日夜から 18日昼にかけての記録的な豪雨により、

村山広域水道西川浄水場の原水濁度が上昇し、河北町は 18日 23時

から断水となった。その後、22日に再び降雨。22日 23時から再度

断水となり、通常の給水に戻ったのは 25日頃だった。（地域によっ

て復旧にばらつき有り。） 

○ 河北病院の状況 

7月 18日の夜に、河北町から病院に断水の連絡が入る。（貯水槽は、

1～2日分の水を保有。）断水の間は、給水車による支援を受けたため、

病院では断水に至らずに済んだ。しかし、町の断水期間が長く、復

旧の見込みもたたなかったことから病院全部署に節水の指示があり

19日～29日までの 11日間(19日昼食～29日昼食)については、節水

に応じた給食の提供を行った。給食の節水解除は、25日 8時 30分。

ディスポ食器の使用は、節水対応解除とともに終了。献立について

は、29日まで食材の発注が済んでいたため、29日まで節水対応の献

立を継続した。 

施設の連絡体制 

 

○ 施設内対策本部 

平成 25年 7月 19日 8時 30分 各部門の代表者招集  

  河北町の断水状況について報告があり、断水がいつまで続くのか

不明のため、透析等治療に使用する水を優先し、手術は一部延期、

給食及び各部門は節水するよう指示を受ける。 

○ 栄養管理科の打合せ 

平成 25年 7月 19日 午前中 

   打合せを 2回実施し、節水への対応を検討。  

栄養管理科での

対応 

○ 食器の対応 

災害用に保管しているディスポ食器を使用し、食器洗浄を中止し

た。 

○ 献立、調理の対応 

献立の種類（食種）に制限をかけることなく、通常どおりの提供

を行った。但し、調理に関しては一定の制約を設けて対応した。 

・主食－洗米の水を節約するため、ご飯の提供を止め備蓄食のレトル

ト粥を提供した。串刺し食のおにぎりは、パンで対応。分粥、重湯の

み調理を行った。 



・汁物－ジュース、ウーロン茶等に変更 

・生野菜(葉物)－洗浄が不要な冷凍食品に変更 

・果物－ゼリーに変更 

・麺類－提供中止 

  調理器具の洗浄を最小限にするため、調理方法の統一化を図った。

嚥下訓練食用のゼリーや煮物、茹で物の水は、災害備蓄用の水を使

用。（1.5ℓ×6本×6ケース） 

○ 衛生管理の対応 

  断水には至らなかったため、手洗い、消毒等衛生管理に関するこ

とは、通常レベルで行った。 

○ その他 

盛り付け台、一部の調理器具は、ラップを使用し汚れないよう工

夫を行った。 

他部門との連携 ○ 看護部との調整が必要な事項は、随時看護部長室に相談。 

外部からの支援 ○ 給水車による水の支援（病院に対する支援） 

○ 給食への直接的な支援は特に無かった。 

管理栄養士の思

い 

○ 家庭が断水した職員もおり、水のない生活がいかにたいへんかつ

くづく思い知らされた。 

○ 村山地域の中で、断水になった地域とならなかった地域があった

ため、断水となった地域からみると、困窮の度合いが世間に伝わっ

ていないように感じた。 

災害後の備蓄状

況 

○ 患者食、職員食、ディスポ食器は各 3日分を備蓄 

○ 災害後、ディスポ食器の内容を見直し、種類を増やした。 

(水は、総務課で保管及び管理)  

今後に向けての

意見、課題、 

所感 等 

○ 節水に伴い冷房の制限があり、高温多湿な時期であったため調理

室の温度管理に苦慮した。 

○ 給水の支援を受けるにあたり、給食に要する 1 日の水道使用量を

問われた。水道にメーターが付いていないので、急いで推計したが、

平常時から把握しておくことが必要だった。（1日あたり食器洗浄 16

トン、調理その他 5.3トン、計 21.3トン） 

○  給食施設の災害時対応（東日本大震災）を経験した職員が複数い

たため、それ程あわてずに対応が可能だった。災害時の対応記録は

非常に重要な資料となる。 

 



② 
③ 

３ 施設間連携体制の構築 

事例５ 

施設名 最上町介護老人保健施設 やすらぎ（最上郡最上町） 

病床数・入所定員数 長期入所者定員 50 名 運営形態 部分委託（献立作成以外） 

連携体制構築の 

背景と構築手順 

平成 23 年 3 月 11 日の東日本大震災による被害がひどかったこと

により、他県との支援体制を必要とした宮城県の介護老人保健施設

から、当施設に相互支援の依頼があった。 

大規模な地震、風水害等の災害により、利用者の安全確保が出来

ない状況が発生した場合、お互いに支援が円滑に行えるよう平成 25

年 9 月 1 日協定を締結した。 

連携体制の目的 被災した場合において、入所者の一時避難先の確保又は支援物資

及び支援スタッフが必要になる状況に至ることを想定し、その際相

互に支援が円滑に行われることを目的とする。 

連携施設 介護老人保健施設 夢の楽園 高森ロマンホーム（宮城県栗原市） 

施設間の連絡網 

（FAX、ﾒｰﾙ） 

各施設の電話・FAX・メール・施設窓口（情報交換者の携帯） 

支援 

ネットワーク図 

①施設間協定 

やすらぎ、高森ロマンホームとの相互支援に関する協定書による 

①  

 

                

 

②山形県老人保健施設協会の定める災害対策規定による県内での 

連携 

③各施設担当者間での連絡調整による隣接施設・事業所との連携 

支援体制 

 

・「支援内容」は、利用者の一時避難・支援物資・支援スタッフ等 

・「支援物資」とは、食材・燃料・毛布・衣類などの提供可能な物資。 

・「支援スタッフ」とは、被災施設へ派遣可能な介護・看護・リハ職

等。 

支援連絡手順 

 

災害発生→支援要請→支援可否連絡→支援物資準備→支援側運搬 

→被災施設到着 

支援方法 

 

利用者や支援スタッフの搬送及び物資の輸送に関して、被災地の

状況を考慮しお互い協力して担う。 

経費 支援スタッフの派遣に係る費用及び支援物資に関しては、原則と

して派遣元及び提供元が負担する。 

資料１ 災害時相互支援協定締結施設間担当者連絡会について 

 

最上町介護老人保健施設 

やすらぎ 

介護老人保健施設 夢の楽園 

高森ロマンホーム 

山形県老人保健施設協会 

 

隣接施設・事業所 

 



資料１ 災害時相互支援協定締結施設間担当者連絡会について 

 

日時 平成 26 年 10 月 25 日（土）10：00～11：50 

場所 高森ロマンホーム 会議室 

担当者（会議出席者） やすらぎ、高森ロマンホーム双方より以下の役割担当者が出席 

①総責任者 ②施設窓口（情報交換者） ③利用者の一時避難（入

所）に関する連絡担当者 ④看護責任者 ⑤介護責任者 ⑥リハビ

リ担当者 ⑦給食関係担当者 ⑧支援物資及び搬送担当者 等  

連絡会における目標 被災時の相互支援を円滑に行えるよう、互いの担当者が顔の見え

る関係になる。 

連絡会内容 担当者間あいさつ後、施設内見学実施 

その後、連絡会開始（司会進行：高森ロマンホーム次長） 

１ 開会 

２ あいさつ 高森ロマンホーム部長、やすらぎ事務長 

３ 内容 

（１）報告  

「東日本大震災時の対応を振り返って」 

      高森ロマンホーム、やすらぎ、互いに発表 

（２）協議（報告を踏まえ） 

   「相互支援をするにあたって、不安なことや課題、そしてそ

の対応策」について、２グループに分かれ話し合いを実施 

   A グループ：担当者①、②、⑦、⑧ 

   B グループ：担当者③、④、⑤、⑥、⑨ 

（３）確認 次回開催の日程と場所について 

４ 閉会 

 



罹
災

 

給
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施
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要請

≪調整≫

老人福祉
施設長

連絡協議会

Ａ施設 特別食

Ｂ施設 刻み食

Ｃ施設
人的な
支援

Ｄ業者 全粥食

良質・ 安全な 食事提供
従事スタ ッ フの派遣

支援

 課題 ：「どうする！」
 ● 利用者のニーズ（栄養管理、
　   食形態）に応じた食事提供
 ● 従事スタッフの確保

【 ネッ トワーク 構築に必要な こと】
  ①協議会設立　②支援ネットの立上げ ③栄養基準の決定 ④基本献立の作成
  ⑤調理法の標準化 ⑥単価決定 ⑦施設職員共有
  ⑧実地訓練によるスキルアップ等

事例６ 

名 称 

 

村山地区特別養護老人ホーム災害時施設相互応援協定 

（食の相互支援ネットワーク） 

設 立 平成 21年 8月 26日 (協定締結式) 

目 的 

 

 

村山地区特別養護老人ホームにおいて、火災又は震災等の災害が発生した

場合、被災していない施設が被災施設入所者の受け入れ、応援職員を派遣す

る等、相互の応援を円滑に行う 

協定施設数 東南村山、西村山地区の特別養護老人ホーム 53施設（H26.6.13） 

経 緯 

 

 

 

 

 

 

 

１ 村山保健所では、平成 20年度から、地域保健総合推進事業(（財）日本

公衆衛生協会)「災害時の食生活支援における保健所管理栄養士の連携体制

及び具体的支援に関する検討事業」のモデル事業を分担。 

２ 特定給食施設のうち、老人福祉施設を対象に実施を検討。 

３ 村山地区特別養護老人ホーム施設長連絡協議会（老施協)の会長もその必

要性を感じていたこともあり、事業実施の提案について承諾が得られ、「災

害時栄養・食生活支援における施設間給食支援ネットワークの構築に向け

て保健所と特定給食施設との連携による取り組み」として実施。 

４ 老施協が進める施設の相互支援の体制づくりに併せ、食の相互支援ネッ

トワークの体制の部分については保健所（村総地域保健予防課）が担当。

また、施設の相互支援の体制づくりは村総福祉企画課が担当。 

保健所での

取組み 

対象： 

施設の管理 

栄養士等 

（平成 20～21年度 2年間） 

１ 施設間の食支援ネットワークの構築のため、個々の施設自体の災害体制

（自助）の充実のための支援と研修会の開催。 

  内容：施設内の備え、体制整備必要性についてのグループワークなど 

２ 被災経験がない地域においても対策が進むよう、施設担当者が具体的な

イメージが持てるような研修会の開催。 

内容：被災地での取組み事例紹介、災害時給食提供マニュアルの作成、 

グループワーク（応援協定の基に、災害時、ネットワーク内での給

食提供までのシミュレーション） など 

（災害時施設間給食提供支援ネットワークのイメージ図） 

 

災害時施設相互応援協定施設 

（資料３ 別表１－１）の 

各ブロック内で、食事提供の方法

についてシミュレーション 

 

３ 支援体制整備と支援物資の確認のための実態調査の実施 

内容：備蓄食品の整備、食事提供のための災害時マニュアルの整備など 

（参考 平成２１年度地域保健総合推進事業報告書 

「健康危機管理時の栄養・食生活支援メイキングガイドライン」） 



応援協定書 

の内容 

(支援体制) 

１ 老施協に非加入の施設も含め地域全施設での締結となった。 

２ 協定書（資料１）には、応援事項（職員の派遣、給食、給水物的支援及

び生活必需品の提供）、応援要請の手続き、応援費用の負担区分などを定

めている。 

東日本大震 

災時の対応 

（平成 23年 3月 11日） 

１ 災害時応援協定連絡網を使い、伝達訓練を活かした方法で電話にて状況

確認（最終連絡で 30施設中 10施設と連絡が取れず） 

（平成 23年 3月 12日 16:15 電気復旧。） 

１ 連絡の取れない施設には、各副幹事施設（副本部）が直接出向いて状況

の確認に努めた。 

２ 連絡の取れない施設のうち、副幹事施設（副本部）の中山ひまわり荘に

は、本部のながまち荘荘長と管理課長が出向いた。 

オール電化施設のため、停電の影響で調理ができず、隣接の中山町保健

センター調理室で調理し、食事を運んでいた。 

３ ながまち荘より食材、食器類を提供。（資料２） 

東日本 

大震災後の

対応 

１ より実践に即した対応ができるよう、定期的に応援協定幹事施設実務担

当者会議を開催。 

内容：課題解決に向けた協議、実態調査の実施、災害時相互支援活動

マニュアル（資料３）の整備など。 

２ 毎年、防災訓練を実施。伝達訓練のみならず備蓄品調達訓練なども実施。 

３ 平成 23年 8月 24日、山形県高齢者福祉施設防災ネットワーク協定が締

結。県内全域（村山地区、最北地区、置賜地区、庄内地区）でのネットワ

ーク化（資料４）の実現。※北村山地区は、最上地区と最北地区を結成 

４ 平成 24年 8月 24日、山形市は山形市内の特別養護老人ホーム(23)と養

護老人ホーム(1)の全 24施設と福祉避難所協定締結式実施。 

25 年度末では、管内 14 市町のうち 10 市町（東村山 5 市町、西村山 5

市町）で締結済。地域との連携を強化。 

５ 平成 26 年 4 月 1 日 一般社団法人山形県老人福祉施設協議会広域災害

相互支援協定締結 

その他 協定本部 特別養護老人ホーム ながまち荘 

住所 山形市長町７５１番地  電話 ０２３－６８４－２３９１   

資料１ 村山地区特別養護老人ホーム災害時施設相互応援協定書 

資料２ 応援要請への対応状況（食材及び食器類） 

資料３ 村山地区特別養護老人ホーム災害時施設相互応援協定施設 

災害時相互支援活動マニュアル 

資料４ 山形県高齢者施設防災ネットワーク連絡体制  

参考 平成２１年度地域保健総合推進事業報告書 

「健康危機管理時の栄養・食生活支援メイキングガイドライン」 

（平成２２年３月 財団法人 日本公衆衛生協会） 



                                                         

村山地区特別養護老人ホーム 

災害時施設相互応援協定書 

 

（目的） 

第１条  この協定は、村山地区特別養護老人ホームにおいて、火災又は震災等の災害が発生した場合、

被災していない施設が被災施設入所者の受け入れ、応援職員を派遣する等、相互の応援を円滑に行う

ために必要な事項を定めるものとする。 

（応援事項） 

第２条  応援項目は次のとおりとし、被災していない施設での通常の業務を妨げない範囲内でおこなうこと

ができるものとする。 

（１） 被災者の避難のための施設の提供 

（２） 被災者に対する給食、給水及び生活必需品の提供 

（３） 災害応急措置に必要な職員の派遣 

（４） 災害応急措置に必要な資材物資の提供 

（５） その他、被災施設から特に要請のあったもの 

（応援要請の手続き等） 

第３条  応援要請を行う場合には、次の各号に掲げる事項を明確にして、直ちに電話またはファクシミリ等

により要請し、後日速やかに文書を提出するものとする。 

（１） 災害の状況（種類、発生日時、場所） 

（２） 応援要請の内容 

（３） 応援要請の期間 

（４） その他必要事項 

  ２    災害の実態に照らし特に緊急を要し、被災施設において応援要請が出来ない状況にあると判断さ

れるときは、応援要請を待たず自主的に応援出動することが出来るものとする。この場合は、前項の要

請があったものとみなす。 

（応援の実施） 

第４条  前条第１項の規定により要請を受けた施設の長は、被災施設の長に対して、応援内容を電話等で

連絡し、直ちに応援を実施するものとする。 

（応援費用の負担区分） 

第５条  応援に要した費用は、原則として被災施設が負担するものとする。 

（その他） 

第６条  この協定の実施に関し必要な事項及びこの協定に定めのない事項は協議して定める。 

（適用） 

第７条  この協定は平成２１年８月２６日から適用する。 

（附則） 

この協定書で定める村山地区とは、東南村山・西村山地区をいう。 

 

  この協定の締結を証するため、協定書には、村山地区特別養護老人ホーム施設長等が記名押印して、

本書 30通を作成し、各１通を保有するものとする。 

 

        平成２１年８月２６日 

（以下 の施設 住所、施設名、施設長名については省略） 

資料 １ 



　　　　　資料　２

応援要請への対応状況（食材及び食器類）

平成23年3月12日 平成23年4月18日

食材及び食器等
ながまち荘から
中山ひまわり荘へ提供

中山ひまわり荘から
ながまち荘へ返却

白粥（２８０ｇ×８袋） １２箱（９６P) ８箱５P（６９P)

　＋２５０ｇパック粥３０P

サンマ味付け缶（２４缶/箱） ３ｃ/ｓ ３ｃ/ｓ

のり佃煮チューブ ５本 ５本

ブレンダー食（１０袋/箱）

　＜白身魚と里芋のそぼろ煮＞ １箱 １箱

　＜肉と豆腐のあんかけ＞ １箱 １箱

割り箸 ５００膳 ５００膳

銀皿 １００枚 １００枚

丼（小） １００個 １００個

フォーク ７０本 ７０本

スプーン＃１４０ １００本 １００本

フードパック ５０枚 ５０枚
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１１１１....目的目的目的目的    

 本マニュアルは、「村山地区特別養護老人ホーム災害時施設相互応援協定」（以下、協定）

に基づき、大規模災害発生時に協定締結施設間の迅速かつ的確な相互応援体制を構築するた

め、各施設の採るべき役割、連絡体制等について明らかにすることを目的とする。 

 

 

２２２２....    指針指針指針指針    

    協定締結施設は、本マニュアルに基づき相互応援を行うほか、本マニュアルの実施が担保

されるよう各施設内の防災体制の確立を図るものであること。 

    

    

３３３３....対象対象対象対象施設施設施設施設    

    村山地区特別養護老人ホーム災害時施設相互応援協定施設の全施設。 

 

 

４４４４....組織体制組織体制組織体制組織体制    

（１）（１）（１）（１）組織の設置組織の設置組織の設置組織の設置    

要支援者の支援業務を的確に実施するために、本部を１施設・副本部を５施設・リーダー施

設を９施設、設置する。 

本部が被災した場合は、副本部が本部代行を務める。（代行順は、別紙連絡網に記す） 

 

＜組織体制＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本部（１施設）本部（１施設）本部（１施設）本部（１施設）    

副本部（副本部（副本部（副本部（5555 施設）施設）施設）施設）    

各施設各施設各施設各施設    

リーダー施設（リーダー施設（リーダー施設（リーダー施設（9999 施設）施設）施設）施設）    

（（（（２２２２））））役割と活動内容役割と活動内容役割と活動内容役割と活動内容 

(ｱ)本部の役割  

 ①各協定締結施設の被災状況把握 

  ②必要な支援物資、応援職員の派遣要請 

  ③県・市町村等への応援要請等の窓口 

活動内容 

・本部、副本部施設長・実務担当者会議 

・伝達訓練（防災訓練） 

・備蓄品調達訓練（防災訓練） 

・全施設の備蓄品状況（実態調査）の取りまとめ <年２回の実施> 

・協定未加入施設への加入の働きかけ 

 

(ｲ)副本部の役割 

 ①本部の補佐的役割 

 ②グループ内施設の被災状況の把握と本部への報告 

 ③リーダー施設への必要な応援物資、応援職員の派遣指示 

 活動内容 

・本部、副本部施設長・実務担当者会議 

・伝達訓練（防災訓練） 

・備蓄品調達訓練（防災訓練） 

・ブロック内施設の備蓄品状況（実態調査）の取りまとめ <年２回の実施> 

 

(ｳ)リーダー施設の役割 

 ①副本部の補佐的役割 

 ②グループ内施設の被災状況の把握と副本部への報告 

 ③各施設への必要な応援物資、応援職員の派遣指示 

 活動内容 

・伝達訓練（防災訓練） 

・備蓄品調達訓練（防災訓練） 

・自施設の備蓄品の把握（実態調査）<年２回の実施> 

 

(ｴ)各施設の役割 

    ①自施設の被災状況の確認と、副本部への報告 

 ②被災施設への必要な応援物資、応援職員の派遣 

活動内容 

・施設長会議 

・伝達訓練（防災訓練） 

・備蓄品調達訓練（防災訓練） 

・自施設の備蓄品の把握（実態調査）<年２回の実施> 

    

    



５５５５....連絡体制連絡体制連絡体制連絡体制    

 (1)村山地区特別養護老人ホーム＜災害時施設相互応援協定施設＞災害時連絡網【別表 1-1】

を使用する。※新規加入施設と協定締結が行われた場合、速やかに連絡網を改訂し、協

定加入全施設へ配布するものとする。 

 (2)村山地区特別養護老人ホーム災害時施設相互応援協定 施設名簿【別表 2-2】において

も(1)と同様に改訂を行い配布するものとする。 

(3)『災害伝言ダイヤル（171）』を利用しての状況報告。 

 

 

（災害時相互応援体制イメージ図参照） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

６６６６....災害災害災害災害発生発生発生発生時の対応時の対応時の対応時の対応    

((((６－１６－１６－１６－１))))    地震編地震編地震編地震編    

災害対策本部の援護班・救護班により支援班を構成する。 

支援班の活動概要 

項目 本部 副本部 リーダー施設 各施設 

震度５以上の地

震が発生した時

の対応（災害発

生の段階から災

害 発 生 後 ６ 時

間） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（災害対策本部の

設置） 

 

 

 

 

①副本部より、各

施設の被害状況

の報告を受け、

被災施設には、

被害状況を直接

電 話 で 確 認 す

る。 

 

 

 

 

 

 

②被災した施設に

は、本部の判断

で直接出向き、

被害状況の確認

をする。 

 

 

①リーダー施設に各

ブロック（各施

設）の被害状況を

電話で確認。 

 

②本部へ、各ブロッ

ク（各施設）の被

害状況を電話で

報告。 

 

 

 

③所属するグループ

内の施設が被災

した場合は、副本

部の判断で、直接

被災施設に出向

き、被害状況の確

認をする。 

 

 

 

 

 

①各施設の被害状況を

電話で確認。 

 

①施設内の被害状況の

確認。 

 

 

②リーダー施設からの

確認の電話を受け、被

害状況の報告と、被災

した場合は支援の要否

を伝える。 

 

③被害のない施設は、

被災施設への支援準備

体制を整える。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（災害発生後６

時間～７２時間

程度） 

 

 

③支援が必要と判

断した場合は、支

援物資・派遣スタ

ッフの配置・受け

入れの準備を副本

部へ指示する。又、

県及び市町村への

応援要請も行う。 

④グループ内の被害

のなかった各施設

へ、支援物資・派遣

スタッフの配置・受

け入れの準備と出動

を指示する。 

 ※＜被災施設＞＜被災施設＞＜被災施設＞＜被災施設＞は、本

部あてに『応援要請申

請書』【別表 2-1】及び

『状況報告書』【別表

2-2】の提出。 

＜被害のない各施設＞＜被害のない各施設＞＜被害のない各施設＞＜被害のない各施設＞

④副本部からの応援要

請を受け、支援隊の出

動。 

    

    ((((６－２６－２６－２６－２))))    火災編火災編火災編火災編    

項目 本部 副本部 リーダー施設 各施設 

火災が発生し

た時の対応（災

害発生の段階

から災害発生

後６時間） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（災害対策本部

の設置） 

 

 

 

 

 

 

 

①副本部より、

被災施設の被

害状況の報告

を受け、被災

施設には、被

害状況を直接

電話で確認す

る。 

 

 

 

 

②被災した施設

には、本部の

判断で直接出

向き、被害状

況の確認をす

る。 

 

 

 

 

①リーダー施設よ

り連絡を受け、

状況の確認を

する。 

 

②本部へ、被災施

設の被害状況

を電話等で報

告。 

 

 

 

③所属するグルー

プ内の施設が

被災した場合

は、副本部の判

断で、直接被災

施設に出向き、

被害状況の確

認をする。 

 

 

①被災施設より連

絡を受け、状況

の確認をする。 

 

②副本部へ、被災

施設の被害状

況を電話等で

報告。 

 

＜被災施設＞＜被災施設＞＜被災施設＞＜被災施設＞    

①施設内の被害

状況の確認・報

告。 

 

 

②所属するグル

ープのリーダー

施設へ被害状況

の報告と、必要

に応じて、応援

要請をする。 

※『応援要請申

請書』【別表 2-1】

及び『状況報告

書』【別表 2-2】

にて本部あてに

応援の要請。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（災害発生後

６時間～７２

時間程度） 

 

 

③支援が必要と

判 断 し た 場 合

は、支援物資・

派遣スタッフの

配置・受け入れ

の準備を副本部

へ指示する。又、

県及び市町村へ

の応援要請も行

う。 

④グループ内の各

施設へ、支援物

資・派遣スタッフ

の配置・受け入れ

の準備と出動を指

示する。 

＜被災のないリー＜被災のないリー＜被災のないリー＜被災のないリー

ダーダーダーダー施設＞施設＞施設＞施設＞    

③副本部の指示に

より、支援隊の出

動。 

＜被災のない各＜被災のない各＜被災のない各＜被災のない各

施設＞施設＞施設＞施設＞    

③副本部の指示

により、支援隊

の出動。 

    

((((６６６６－３－３－３－３))))    風水害編風水害編風水害編風水害編    

項目 本部 副本部 リーダー施設 各施設 

警 報発 令ま た

は、風水害が発

生した時の対応

（災害発生の段

階から災害発生

後６時間） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（災害対策本部

の設置） 

 

 

 

 

 

 

 

①副本部より、

被災施設の被

害状況の報告

を受け、被災

施設には、被

害状況を直接

電話で確認す

る。 

 

 

 

②被災した施設

には、本部の

判断で直接出

向き、被害状

況の確認をす

る。 

 

 

 

 

①リーダー施設

より連絡を受

け、状況の確

認をする。 

 

②本部へ、被災

施設の被害状

況を電話等で

報告。 

 

 

 

③所属するグル

ープ内の施設

が被災した場

合は、副本部

の判断で、直

接被災施設に

出向き、被害

状況の確認を

する。 

 

 

①被災施設より連

絡を受け、状況

の確認をする。 

 

②副本部へ、被災

施設の被害状

況を電話等で

報告。 

 

＜被災施設＞＜被災施設＞＜被災施設＞＜被災施設＞    

①施設内の被害

状 況の確認 報

告。 

 

 

②所属するグル

ープのリーダー

施設へ被害状況

の報告と、必要

に応じて、応援

要請をする。 

※『応援要請申

請書』【別表 2-1】

及び『状況報告

書』【別表 2-2】

にて本部あてに

応援の要請。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（災害発生後６

時間～７２時間

程度） 

 

 

③支援が必要と

判 断 し た 場 合

は、支援物資・

派遣スタッフの

配置・受け入れ

の準備を副本部

へ指示する。又、

県及び市町村へ

の応援要請も行

う。 

④グループ内の

各施設へ、支援

物資・派遣スタ

ッフの配置・受

け入れの準備と

出 動 を 指 示 す

る。 

＜被災のない各施＜被災のない各施＜被災のない各施＜被災のない各施

設＞設＞設＞設＞    

③副本部の指示に

より、支援隊の出

動。 

＜被災のない各＜被災のない各＜被災のない各＜被災のない各

施設＞施設＞施設＞施設＞    

③副本部の指示

により、支援隊

の出動。 

    



７７７７....情報収集情報収集情報収集情報収集    

 災害情報・気象情報等必要な情報の入手方法をリストアップしておく。 

◆◆◆◆テレビテレビテレビテレビ    

◆ラ◆ラ◆ラ◆ラジオジオジオジオ    

    ①ＮＨＫ第１（①ＮＨＫ第１（①ＮＨＫ第１（①ＮＨＫ第１（1341KHz1341KHz1341KHz1341KHz））））    ②ＮＨＫ第２（②ＮＨＫ第２（②ＮＨＫ第２（②ＮＨＫ第２（1359KHz1359KHz1359KHz1359KHz））））    ③山形放送ラジオ（③山形放送ラジオ（③山形放送ラジオ（③山形放送ラジオ（918KHz918KHz918KHz918KHz））））    

    ④ＮＨＫ④ＮＨＫ④ＮＨＫ④ＮＨＫ    ＦＭ（ＦＭ（ＦＭ（ＦＭ（88.3MHz88.3MHz88.3MHz88.3MHz）⑤エフエム山形（）⑤エフエム山形（）⑤エフエム山形（）⑤エフエム山形（78.2MHz78.2MHz78.2MHz78.2MHz））））    

◆パソコン・携帯サイト◆パソコン・携帯サイト◆パソコン・携帯サイト◆パソコン・携帯サイト    

    ①こちら防災やまがた①こちら防災やまがた①こちら防災やまがた①こちら防災やまがた!!!!    

                                              http://www.pref.yamagata.jp/bosai/index.html 

    

    

    

    

    

    ②山形河川砂防情報システム②山形河川砂防情報システム②山形河川砂防情報システム②山形河川砂防情報システム    

                                                    http://www.kasen.pref.yamagata.jp/ 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

８８８８....災害後の対応～「継続的支援と支援の終了」災害後の対応～「継続的支援と支援の終了」災害後の対応～「継続的支援と支援の終了」災害後の対応～「継続的支援と支援の終了」    

 (1)被災施設へ被害のなかった協定施設から継続的に、または必要に応じた支援を実施する

こと。 

 (2)継続支援は、必要な量及び質が確保された援助であること。 

 (3)被災施設から受け入れた入所者の転居元施設への復帰を促すこと。 

 (4)被災施設へ支援職員の派遣と派遣終了を促すこと。 

 

９９９９....その他その他その他その他    

山形県高齢者福祉施設防災ネットワーク震災時チェックリスト【別表 3-1】    

地震・風水害等に対する備えが十分かどうかを平常時定期的に、少なくとも防災訓練時

にチェックして、万全の体制を整える。 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（別表関係） 

 



村山地区特別養護老人ホーム　＜災害時施設相互応援協定施設＞　災害時連絡網（案）

℡：

fax：

fax： fax： fax： fax： fax：

fax： fax： fax： fax： fax： fax： fax： fax： fax：

fax： fax： fax： fax： fax： fax： fax： fax： fax：

fax： fax： fax： fax： fax： fax： fax： fax： fax：

fax： fax： fax： fax： fax： fax： fax： fax： fax：

fax： fax： fax： fax： fax： fax： fax： fax：

fax： fax： fax：

0237-85-1672

0237-85-1673

福寿乃郷

023-625-5212

023-631-1102023-625-1297

ﾕﾄﾘｱｹｱｾﾝﾀｰかすみ

023-625-1294

みはらしの丘

023-688-3854

あこがれ

023-689-9090

天童市

ラ・フォーレ天童ケアハウス

023-666-6518

023-647-6670

山形市

023-628-6000

山形市

023-682-7850

七日町こまくさ園

とかみ共生苑

山形市

023-646-3410

あっぷるの里久保田

023-647-6330

ちとせノ杜

023-634-5525

023-634-5520

023-681-4765

023-681-4771

山形市

サンシャイン大森

023-646-5050

023-646-5051

①～⑤は、本部が被災した際の代行

平成26年度

山形市

山形市

みこころの園

023-644-7571

023-644-1498

（リーダー施設）（リーダー施設）

023-674-3388

023-674-3380

本部

ながまち荘
山形市長町751番地

023-684-2391

023-684-2394

山形市

いきいきの郷

山形市

山静寿

山形市　　

023-666-8105

滝山なごみの里

さくらホーム山形

023-674-7303

023-622-4570

023-622-4575

山形市

福寿草小荷駄町

023-666-6517

上山市

みずほの里

山形市

愛日荘

（リーダー施設）

①（副本部） ②（副本部） ③（副本部）

023-632-2791

023-632-2792

023-673-0681

023-615-6787

山形市

あたご荘

山形市　

023-685-1225

023-685-1227

山形市

山形市

（リーダー施設）

清幸園

023-651-3325

023-652-3251

山形市　

沼木敬寿園

023-674-9881

023-673-5279

山形市

蔵王やすらぎの里

023-688-7022

023-688-6383

上山市

蔵王長寿園

023-672-0561

山形市

菅沢荘

023-646-1160

023-646-1161

山形市　

023-672-0858

023-647-8871

023-647-8873

023-666-8100

上山市

蓬仙園六日町あいあい

023-665-7891

023-665-7898

天童市

023-681-5711

023-679-2366

なごみの里

023-641-8421

023-641-8432

山形市　　

鈴川敬寿園

0237-87-5112

山形市

023-625-6353

山形市

飯塚なごみの里

023-679-5021

023-679-5088

023-652-2711

023-652-2712

ふれあい荘

0237-67-3701

0237-67-3090

大江町

らふらんす大江

0237-83-4800

0237-62-5580

朝日町

明鏡荘

0237-74-4085

山形市　

山形市　　

やすらぎの里金井

0237-73-3891

023-681-5712

023-646-1133

023-646-0545

平成26年度6月13日施行
（別表1-1）

④（副本部） ⑤（副本部）

明幸園

023-653-3071

023-653-3070

天童市

いずみ

0237-86-8880

ひいなの里

0237-86-5676

河北町

中山町

中山ひまわり荘

023-662-6633

023-662-6632

寒河江市

眺葉園

天童市

山辺町

やまのべ荘

寒河江市

しらいわ

0237-87-5111

大江町

大寿荘

0237-62-4328

0237-62-4329

西川町

ケアハイツ西川

0237-74-4065 0237-86-8868

（リーダー施設）
寒河江市

長生園

河北町

0237-68-2521

0237-68-2119

朝日町

0237-868865

0237-73-3890

0237-71-1880

0237-71-1881

朝日町

和合荘

山形市

べにはなの杜

023-665-0316

023-665-0304

山形市

漆山デイサービス

023-686-6363

023-686-6364

上山市

ながすずの里

023-666-7780

023-666-7038

山形市

ケアハウス敬寿園

023-634-2020

023-634-2330

山辺町

ケアハウスメルヘン

023-667-0800

023-667-0805

023-658-8708

023-658-8788

山形市

東部の郷

023-664-3851

023-664-3852

山形市

銅町デイサービス

023-615-6440

023-615-6441

山形市

みこころの園南山形

023-665-1122

023-688-6888

①副本部は、リーダー施設へ連絡する。 

②リーダー施設は、受け持ち施設へ連絡し、 

   報告内容を取りまとめて副本部へ報告する。 

③副本部は、本部へ報告する。 
 

 
山形県庁（代） 

023-630-2211 

村山総合支庁（代） 
023-621-8288 

村山保健所  

023-627-1100  
山形市役所（代） 

023-641-1212 

寒河江市役所（代） 

0237-86-2111 
上山市役所（代） 

023-672-1111 

上山市役所（代） 

023-672-1111 
天童市役所 

023-654-1111 

山辺町役場（代） 

023-667-1110 

中山町役場（代） 

023-662-2111 

河北町役場（代） 

0237-73-2111 
西川町役場（代） 

023-74-2111 

朝日町役場（代） 

0237-67-2111 

大江町役場（代） 

0237-62-2111 

＜ 関 係 機 関 ＞ 



村山地区特別養護老人ホーム等災害時施設相互応援協定施設　施設名簿  （別表１-２）　　　　　　

施　設　名 役職名 施設長名 防災NW担当者 防火管理者 郵便番号 住　　　所 電話番号 FAX メールアドレス 災害時優先連絡番号

南村山ブロック 1

特別養護老人ホーム　ながまち荘 施設長 峯田　幸悦 管理課長　阿部　久 管理課長　阿部　久 990-0811 山形市長町751番地 023-684-2391 023-684-2394 nagamachiso@yamagata-saiseikai.org 070-5029-4629

特別養護老人ホーム　愛日荘 施設長 鈴木　弥夫 管理課長　佐藤　久一 管理課長　佐藤　久一 990-0011 山形市大字妙見寺4番地 023-632-2791 023-632-2792 ainichiso@yamagata-saiseikai.org 023-632-2791

特別養護老人ホーム　いきいきの郷 施設長 武田　明 生活相談員 武田　淳 事務局次長　板垣　光次 990-0891 山形市大字成安425番地2 023-681-4765 023-681-4771 tokuyou@iki-ikinosato.jp 023-681-4771

特別養護老人ホーム　七日町こまくさ園 施設長 田辺　美智子 施設長　田辺　美智子 施設長　田辺　美智子 990-0042 山形市七日町四丁目5番20号 023-628-6000 023-625-6353 komakusa@msi.biglobe.ne.jp 090-7078-4580（田辺）

特別養護老人ホーム　サンシャイン大森 施設長 菱沼　松子 施設長 菱沼　松子 総務部長補佐　宮舘　毅 990-2231 山形市大字大森2139番地1 023-685-1225 023-685-1227 yuri2139@ic-net.or.jp 023-685-1225

特別養護老人ホーム　滝山なごみの里 施設長 阿部　啓一 生活相談員　大坊　敦美 施設長　阿部　啓一 990-2423 山形市東青田2丁目6番4号 023-673-0681 023-615-6787 t-nagominosato@jifukai.org 023-673-0681

特別養護老人ホーム　ちとせノ杜 施設長 小林　義照 施設長　小林　義照 施設長　小林　義照 990-0075 山形市落合町205番地 023-634-5525 023-634-5520 izuminomori2010@gmail.com 023-634-5525

山形市養護老人ホーム　あたご荘 荘長 安達　敏美 主査　細谷　和久 荘長　安達　敏美 990-2403 山形市大字岩波5番地 023-622-4570 023-622-4575 atagosou@kind.ocn.ne.jp 023-622-4575

小規模特別養護老人ホーム　福寿草小荷駄町 施設長 中里　誠 総務課長 杉　学 総務課長 杉　学 990-0035 山形市小荷駄町12番46号 023-666-6517 023-666-6518 m-sugi@fukujukai.jp 090-3750-6196

特別養護老人ホーム　さくらホーム山形 施設長 安達　忠一 事務長　冨樫　俊昌 介護課長　縄　美枝子 990-0885 山形市嶋北三丁目14番24号 023-674-7303 023-682-7850 t-togashi@sakura-welfare.jp 023-674-7303

特別養護老人ホーム　べにはなノ杜 施設長 吉田　絢子 事務長　森　政志 介護支援専門員　相澤　孝志 990-2231 山形市大字大森853 023-665-0316 023-665-0304 benihana2014@gmail.com 023-665-0316

小規模特別養護老人ホーム　東部の郷 理事長 池野　勇男 佐藤　俊明 990-0023 山形市松波３丁目4-5 023-664-3851　 023-664-3852 kanyuukai@gmail.com 023-664-3851

山形市漆山デイサービスセンター通所介護事業所 センター長 梅津　盛人 主任　高橋　昌岐 990-2161 山形市大字漆山字月山堂822 023-686-6363 023-686-6364 uruday@arion.ocn.ne.jp 090-6226-6637
社会福祉法人 敬寿会 軽費老人ホーム ケアハウス敬寿園 施設長 金澤　壽香 施設長代理　涌井　和 主任介護支援専門員　伊豆田　匡 990-0011 山形市大字妙見寺500番地の1 023-634-2020 023-627-7538 yamagata@keijuen.or.jp 023-634-2316

南村山ブロック 2　

指定介護老人福祉施設　みこころの園 施設長 野口　瑞穂 事務長　細谷　健一 事務局長　沼沢　敬志 990-2474 山形市大字沼木字下河原1129番地1 023-644-7571 023-644-1498 jimu@mikokoronosono.or.jp 023-644-7571

特別養護老人ホーム　山静寿 施設長 武田　吉美 業務主査　長岡　利幸 業務主査　長岡　利幸 990-2474 山形市大字沼木字下河原1133-1 023-646-3410 023-647-6670 sanseiju@yamagata-saiseikai.org 080-6021-7294

六日町あいあい特別養護老人ホーム　 施設長 草刈　博 生活相談員　押切　伸 業務　原田　崇 990-0054 山形市六日町2-7 023-641-8421 023-641-8432 hoyu_aiai@ma.catvy.ne.jp 023-641-8421

特別養護老人ホーム　とかみ共生苑 苑長 横山　雄治 主任生活相談員　安部　績 法人事務局長　米野祥一 990-2342 山形市富神前6番地 023-646-5050 023-646-5051 tokami@themis.ocn.ne.jp 023-646-5050

特別養護老人ホーム　鈴川敬寿園 施設長 秋葉　康雄 施設長　秋葉　康雄 施設長　秋葉　康雄 990-0073 山形市大野目2丁目2番67号 023-666-8100 023-666-8105 suzukawa@keijuen.or.jp 023-666-8100

特別養護老人ホーム　飯塚なごみの里 施設長 阿部　啓一 生活相談員　山内　智平 施設長　阿部　啓一 990-0845 山形市飯塚町1447番4 023-679-5021 023-679-5088 i-nagominosato@jifukai.org 023-679-5021

特別養護老人ホーム　やすらぎの里金井 施設長 柳生　法雄 サービス課長　柳生　弘充 サービス課長　柳生　弘充 990-0878 山形市内表東1番地 023-681-5711 023-681-5712 tokuyokanai@myoukou-yasuragi.or.jp 023-681-5711

小規模特別養護老人ホーム　あっぷるの里久保田 施設長 岡崎　卓也 施設長　岡崎　卓也 施設長　岡崎　卓也 990-2482 山形市久保田１丁目７番７号 023-647-6330 023-646-1133 jifukukai@applenosato.or.jp 023-647-6330

ユトリアケアセンターかすみ 理事長 小泉　博禧 総務課長　高橋　英昭 施設長　下河邉　信 990-0039 山形市香澄町２丁目３番３２号 023-625-1294 023-625-1297 info-utoriakai@mmy.ne.jp 023-625-1294

山形市銅町デイサービスセンター センター長 野川　裕明 主任介護員　笠井　学 センター長　野川　裕明 990-0051 山形市銅町二丁目19番40号 023-615-6440 023-615-6441 doumachi@chime.ocn.ne.jp 080-1853-1553（センター長携帯）

南村山ブロック 3　

特別養護老人ホーム　みずほの里 施設長 阿部　美智子 主任　井上誉智 事務長　高橋　幸彦 999-3211 上山市牧野字清水21番1 023-674-3388 023-674-3383 bousai@miyuki-fukushi.or.jp 023-674-3388(ＮＴＴ登録ＴＥＬ)

特別養護老人ホーム　菅沢荘 荘長 大山　雅彦 副荘長　梅津　美千子 荘長　大山　雅彦 990-2367 山形市すげさわの丘46 023-646-1160 023-646-1161 sugesawaso@abeam.ocn.ne.jp 090-8920-2690（副荘長　梅津　美千子）

特別養護老人ホーム　蓬仙園 施設長 島崎　みつ子 施設長　島崎　みつ子 施設長　島崎　みつ子 999-3115 上山市高野字下小屋176番地の1 023-679-2366 023-673-5279 housenen@amber.plala.or.jp 023-673-6005

特別養護老人ホーム　なごみの里 施設長 阿部　啓一 生活相談員　石原　義統 施設長　阿部　啓一 990-2451 山形市吉原3丁目10番8号 023-647-8871 023-647-8873 y-nagominosato@jifukai.org 023-647-8871

特別養護老人ホーム　蔵王やすらぎの里 施設長 柳生　法雄 介護課長補佐　西田和弘 介護課長補佐　西田和弘 990-2303 山形市蔵王上野920番地 023-688-7022 023-688-6383 tokuyozao@myoukou-yasuragi.or.jp 023-688-7022

養護老人ホーム　蔵王長寿園 園長 阿部　昭雄 事務員兼支援員　三浦　翔 事務員兼支援員　三浦　翔 999-3103 上山市金谷字土矢倉307-1 023-672-0561 023-672-0858 zaochojuen@amber.plala.or.jp 023-672-0561

特別養護老人ホーム　沼木敬寿園 施設長 金澤　忠次 事務員　松田　英樹 施設長　金澤　忠次 990-2474 山形市大字沼木68-1 023-674-9881 023-646-0545 nu-matuda@keijuen.or.jp 080-4091-0151

特別養護老人ホーム　みはらしの丘 施設長 横山　直 准職員（介助員）鈴木　博恭 准職員（介助員）鈴木　博恭 990-2317 山形市みはらしの丘4-15-3 023-688-3854 023-689-9090 miharasi@yuuai-kai.or.jp 023-688-3854

特別養護老人ホーム福寿乃郷 施設長 中里　誠 総務　横倉　克則 総務　横倉　克則 990-2332 山形市飯田2丁目7番30号 023-625-5212 023-631-1102 k-yokokura@fukujukai.jp 023-625-5212

小規模特別養護老人ホーム　みこころの園南山形 施設長 野口　瑞穂 管理者　庄司　麻理 管理者　庄司　麻理 990-2313 山形市松原字横手779番地1 023-665-1122 023-688-6888 minami@mikokoronosono.or.jp 023-665-1122

地域密着型特別養護老人ホーム ながすずの里 施設長 髙橋　圭祐 管理者　森谷　誠 施設長　高橋　圭祐 999-3232 上山市長清水二丁目5番19号 023-666-7780 023-666-7038 jimushitu5@miyuki-fukushi.or.jp 023-666-7780

東村山ブロック

特別養護老人ホーム　中山ひまわり荘 施設長 亀井　啓 事務統括　齋藤　剛 主査管理員　佐藤　静雄 990-0406 東村山郡中山町大字柳沢2333番地 023-662-6633 023-662-6632 acq13700@par.odn.ne.jp 090-7338-9285

特別養護老人ホーム　やまのべ荘 施設長 山崎　薫 管理課長　伊藤 和雄 管理課長　伊藤　和雄 990-0323 東村山郡山辺町大字大塚814番地の2 023-665-7891 023-665-7898 yamanobeso@yamagata-saiseikai.org 090-6258-1165

特別養護老人ホーム　明幸園 園長 櫻井　嘉宏 総務部主任　鈴木　孝典 総務部主任　鈴木　孝典 994-0071 天童市大字矢野目150番地 023-653-3071 023-653-3070 suzuki@meikouen.or.jp 023-651-8318

特別養護老人ホーム　清幸園 施設長 佐藤　光之 事務員　山口　まゆみ 事務員　山口　まゆみ 994-0007 天童市大字大清水491番地-1 023-651-3325 023-652-3251 soumu@seikouen.or.jp 070-6950-1675

特別養護老人ホーム　あこがれ 施設長 大島　啓悟 事務長　八木　将幸 丹　庸一 994-0054 天童市大字荒谷1973番地1345 023-652-2711 023-652-2712 akogare@citrus.ocn.ne.jp 023-652-2711

ラ・フォーレ天童ケアハウス 理事長 秋野　貞子 生活相談員　奥山　真理 介護員　鈴木　和明 994-0102 天童市大字道満173番地1 023-658-8708 023-658-8788 mutsumikai@violet.plala.or.jp 023-658-8708

☆ケアハウスメルヘン 施設長 垂石　守 ケアワーカー　栗田　直弥 事務長　渡辺　正幸 990-0331 東村山郡山辺町大字大寺1152-4 023-667-0800 023-667-0805 m5220@muse.ocn.ne.jp 023-667-0800

西村山ブロック

特別養護老人ホーム　大寿荘 荘長 伊豆田　徹 主事　奥山　洋平 援助主査　荒井喜代子 990-1121 西村山郡大江町大字藤田839-1 0237-62-4328 0237-62-4329 daijyuso1@ysj.or.jp 0237-62-2320

特別養護老人ホーム　長生園 園長 後藤　正弘 総括主任　菅野　康夫 ユニット介護職主任　松田　隆利 991-0063 寒河江市大字柴橋2246番地の1 0237-86-8868 0237-86-8865 syoujukai@chouseien.or.jp 0237-85-6888

特別養護老人ホーム　ケアハイツ西川 施設長 伊藤　幸廣 室長兼生活相談員　武田　孝吉 施設長　伊藤　幸廣 990-0702 西村山郡西川町大字海味548 0237-74-4065 0237-74-4085 care-h-n@atlas.plala.or.jp 0237-74-4065

特別養護老人ホーム　ふれあい荘 施設長 長岡　重利 総務課長　佐竹　健 総務課長　佐竹　健 990-1444 西村山郡朝日町大字四ノ沢870 0237-67-3701 0237-67-3090 info@fureaiso.or.jp 080-6052-8961

特別養護老人ホーム　眺葉園 施設長 渡邉　明 事務局長　渡辺　多美雄 施設長　渡邉　明 999-3511 西村山郡河北町谷地字東680番地 0237-73-3890 0237-73-3891 tyoyoen@iris.ocn.ne.jp 0237-72-2236

特別養護老人ホーム　らふらんす大江 施設長 松本　武士 主任生活相談員　松田　誠 事務局長　太田　善春 990-1101 西村山郡大江町大字左沢1277番地 0237-83-4800 0237-62-5580 info@lafrance-ooe.or.jp 0237-83-4800

特別養護老人ホーム　いずみ 施設長 尾形　和弘 主任生活相談員　武田　剛 施設長　尾形　和弘 991-0006 寒河江市字上河原241番地 0237-86-8880 0237-86-5676 info@yuuyuukai.jp 0237-86-8880

養護老人ホーム　明鏡荘 荘長 真田　勝彦 庶務係長　長岡　正考 庶務係長　長岡　正考 990-1304 西村山郡朝日町大字大谷1063番地 0237-68-2521 0237-68-2119 meikyoso@aurora.ocn.ne.jp 0237-68-2185（災害時優先固定電話）

地域密着型特別養護老人ホーム　ひいなの里 施設長 長谷川　勝敏 事務長　阿部　聡 事務長　阿部　聡 999-3511 西村山郡河北町谷地字月山堂1217-5 0237-71-1880 0237-71-1881 hiinanosato200@miyuki-fukushi.or.jp 0237-71-1880
特別養護老人ホーム　しらいわ 施設長 板垣　昌紀 施設長　板垣　昌紀 施設長　板垣　昌紀 990-0505 寒河江市大字白岩6324番地 0237-87-5111 0237-87-5112 itagaki@yuuyuukai.jp 0237-87-5111
盲特別養護老人ホーム　和合荘 理事長 吉田　孝志 施設長　阿部　則雄 施設長　阿部　則雄 西村山郡朝日町大字和合422番地1 0237-85-1672 0237-85-1673 wagousou@asahikeisinkai.or.jp 090-8924-6337

・・・新規加入施設
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